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伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美 

児童館指定管理者業務仕様書 

 

伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美児童館の指定管理者が

行う業務の内容及び履行方法については、募集要項に定めるほか、本仕様書による。 

 

１ 伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき及び伊東市玖須美児童館を管理運営す

るに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

⑴ 個人情報の保護を徹底すること。 

⑵ 利用者にとってより利用しやすいようにサービスの向上に努めること。 

⑶ 効率的な運営を行うこと。 

⑷ 適正な管理運営に努め、管理運営費の削減に努めること。 

⑸ 昨今のエネルギー価格の高騰を踏まえ、光熱水費の削減に努めること。 

⑹ 利用者に対する事業の多様性の向上を目指すこと。 

⑺ 法令等の改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

２ 業務の内容 

⑴ 業務内容 

ア 募集要項Ⅱ－１－⑵に示す業務 

イ 児童館の設置がない地域においても、その普及啓発活動に努めること。 

ウ その他市長が必要と認める業務 

⑵ 職員の雇用等については、次によること。 

ア 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。 

イ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

⑶ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

ア 適正な運営のため、施設及び設備に関する保守管理を行うこと。 

イ 伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたきの施設及び設備の維持管理につい

ては、以下のとおり行うものとする。 

(ｱ) 保守点検業務 

・ 自家用電気工作物保守点検 

・ エレベーター保守点検 

・ 非常放送設備保守点検 

・ 消防用設備等保守点検 

・ 冷暖房設備保守点検 

・ 自動ドア保守点検 

・ 建築設備定期調査 
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(ｲ) 夜間及び休館日の警備 

指定管理者の退館後及び休館日の警備については、警備会社に委託して行う。 

(ｳ) 清掃業務 

清掃については、日常清掃は指定管理者の責任で行い、定期清掃のみを清掃業

者に委託して行う。  

ウ 児童福祉施設の施設及び設備の維持管理については、以下のとおり行うものとす

る。 

  (ｱ) 伊東市中央児童館 

はばたき指定管理者の委託した専門業者による。ただし、遊具保守点検に

ついては、専門業者に委託し管理するものとする。 

(ｲ) 伊東市玖須美児童館 

消防用設備等保守点検業務及び遊具保守点検については、専門業者に委託

し管理するものとする。 

 ⑷ 感染症対策等 

   指定管理者は利用者において、感染症の発生や疑いのある場合は、必要に応じて伊

東市、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。 

   なお、感染防止のために臨時に休館しなければならないと判断する場合は、伊東市

と協議の上、決定すること。 

⑸ その他 

・緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこ

と。 

・個人情報保護の体制をとり、職員に周知、徹底を図ること。 

・利用者の意見等を施設の運営に取り入れるため、利用者に対し満足度調査を実施す

るとともに、その結果と改善状況を報告すること。 

 

３ 経費 

指定管理料は、下表に記載の各業務における各年度の額を上限とする。 

（単位：千円）  

年度 業務区分 金額 

令和８年度 

ア 児童福祉施設 １６，５０１  

イ 身体障害者福祉施設 ４２，８９０  

ウ 共通業務 ２１，３２９  

計 ８０，７２０  

令和９年度 

ア 児童福祉施設 １６，９３８  

イ 身体障害者福祉施設 ４４，１８０  

ウ 共通業務 ２１，５５２  

計 ８２，６７０  

令和１０年度 ア 児童福祉施設 １７，３８８  
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イ 身体障害者福祉施設 ４５，４７５  

ウ 共通業務 ２１，７８２  

計 ８４，６４５  

令和１１年度 

ア 児童福祉施設 １７，８５２  

イ 身体障害者福祉施設 ４６，８９７  

ウ 共通業務 ２２，０１９  

計 ８６，７６８  

令和１２年度 

ア 児童福祉施設 １８，３３０  

イ 身体障害者福祉施設 ４８，３２７  

ウ 共通業務 ２２，２６３  

計 ８８，９２０  

 

４ 備品物品等 

備品の購入及びその負担の詳細については、指定管理者と市で事前に協議を行いま

す。ただし、指定管理料の範囲内で購入可能な場合は、この限りではない。また、指定

期間の終了に際し、備品の扱いについては、市又は市が指定する者に引き継ぐこと。 

 

５ 協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理

について定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市と誠意をもって協議し決定する。 

 

６ 業務を実施するに当たっての注意事項 

業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

⑴ 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、施設や利用

者によって異なるサービスをしないこと。 

⑵ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、事前に協

議すること。 

⑶ 各種規程等がない場合は、市の諸規程に基づき業務を実施すること。 


